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富岡町は、富岡町男女共同参画推進事業施行規則（令和７年富岡町規則第
３号）第２条第２項の実施事項に基づき、町民一人ひとりがお互いにその人
権を尊重し合い、性別にとらわれることなく、人生のパートナーと協力しな
がら安心して暮らせる共生社会の実現に向けて、令和７年４月１日から「富
岡町パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

この制度は、法律上の婚姻をしていないお二人が、性別等にかかわりなく、
お互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力し合う関係にある
ことを町に宣誓し、町が宣誓の事実を認め、証明書等の交付をするものです。

また、パートナーシップの関係にある者とその双方又は一方の子（養子を
含む。）、親（養親を含む。）、三親等内の近親者及びその他町長が適当と
認める者（以下「ファミリーシップ対象者」という。）が、 家族として日
常生活において相互に協力し合う関係（ファミリーシップ）にあることを、
併せて宣誓することができます。

今回、町が導入する「富岡町パートナーシップ宣誓制度」は、国内では法
的に婚姻が認められていない同性のカップルや、様々な事情により婚姻の届
出を出していないカップル等が、家族として扱われないことによる生活上の
不便さを軽減することを目的に実施するものです。

当制度は、 町が独自に実施するものであり、法的な効力が発生するもの
ではありませんが、宣誓することで町がお二人の関係を公的に証明し、様々
な行政サービスを家族同様受けることができます。

町は、当制度の導入により、町民一人ひとりがお互いの人権を尊重し合い、
性別にとらわれることなく、誰もが快適に安心して暮らせる社会の実現を目
指します。

１ 富岡町パートナーシップ宣誓制度とは

１



２ 手続きの流れ

２

【相談窓口・提出先】
富岡町教育委員会 生涯学習課 生涯学習係
住 所：〒979-1151 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1

（富岡町文化交流センター内）
電 話：０２４０－２２－２６２６
専用フォーム：右のＱＲコードよりご連絡ください。
開館時間：火曜日から日曜日の午前９時から午後５時まで
休 館 日：毎週月曜日（月曜日と祝日が重なった場合は翌平日も休館）、

祝日（こどもの日・文化の日は開館）、年末年始（12/29～1/3）

4. 証明書等を郵送（簡易書留等）により交付
書類の確認後、概ね２週間程度で宣誓者の御住所宛てに宣誓証明書（１枚）・宣誓
証明カード（２枚）・宣誓書の写し（１枚）を簡易書留等でお送りいたします。

1. 宣誓要件の確認と必要書類の準備
宣誓要件をご確認の上、宣誓者は宣誓に必要な書類（住民票の写し等）を準備して
ください。（P.３～４参照）

2. 宣誓書及び必要書類の提出
宣誓書（様式第１号）及び必要書類を以下の提出先まで持参又は郵送してください。
なお、郵送の場合は、封筒の表面に「宣誓書類在中」と朱書きしてください。
【注意事項】
①宣誓書及び必要書類を直接窓口に持参→持参した日が宣誓日となる
②宣誓書及び必要書類を郵送→郵便物が到着し、受付した日が宣誓日となる
③宣誓日を希望される場合は、事前に専用フォーム又は電話でご相談ください。
④宣誓書及び必要書類を持参し、個室での対応を希望される方は、宣誓日の７日前
までに以下の相談窓口まで専用フォーム又は電話でご連絡の上、ご来館ください。

⑤代理人による手続きはできません。お二人のうちお一人が代表して宣誓を行って
いただきます。

3. 宣誓内容の確認
宣誓内容を確認し、提出書類の内容に不備や添付書類の不足等がある場合は、メー
ルや電話等でご連絡いたします。宣誓者は、内容を確認の上、修正等のご対応をお
願いいたします。



３ 制度を利用できる方

⚫ パートナーシップの宣誓をされるお二人は、以下の要件を全て満たす必要があ
ります。

① 双方が成年（満18歳以上）に達していること。
② 住所について次のいずれかに該当すること。
ア 双方が本町に住所を有していること。
イ 一方が本町に住所を有し、かつ、他の一方が２週間以内に本町への転入を

予定していること。
ウ 双方が２週間以内に本町への転入を予定していること。

③ 双方に民法における配偶者がいないこと。
④ 双方が他の者とパートナーシップ又はそれに類する関係にないこと。
⑤ 双方が民法で定められている婚姻することができないとされている者同士の関

係にないこと。（下図の関係の方は制度を利用できません。ただし、養子縁組
によって当該関係に該当する場合を除く。）

⚫ 以下の要件を全て満たす必要があります。
① 本町に住所を有している又は２週間以内に本町への転入を予定していること。
② パートナーシップにある者以外の者とファミリーシップの関係にないこと。
③ 満15歳以上の子、親等の場合は、ファミリーシップにあることに同意している

こと。
④ 満15歳未満の子の場合は、パートナーシップにある者の一方又は双方と生計が

同一であること。

パートナーシップの宣誓をするとき

ファミリーシップの宣誓を併せてするとき

３



４ 宣誓に必要な書類

⚫ 必要な書類は以下のとおりです。

パートナーシップの宣誓をするとき

ファミリーシップの宣誓を併せてするとき

４

No. 必要書類 備 考

①
富岡町パートナーシップ宣誓書

（様式第１号）

②
住民票の写し又は

住民票記載事項証明書

• 宣誓日以前３か月以内に発行されたもの。
• 宣誓者の一方又は双方が転入予定である場合は、転

出証明書または賃貸契約書の写し等、転入すること
を予定していることが確認できる書類を提出するこ
と。

• 転入予定として宣誓した方は、転入後、１か月以内
に住民票の写しを提出すること。

③ 戸籍謄本又は戸籍抄本

• 宣誓者の一方又は双方が外国籍である場合は、外国
の官憲が発行する婚姻要件具備証明書及び当該書類
に係る日本語の翻訳文が必要となります。

• 県が交付した証明書等をお持ちの方は、証明書等の
写しを提出していただければ、戸籍謄本又は戸籍抄
本の提出は不要です。

④ 本人確認書類
• マイナンバーカード、運転免許証、旅券（パスポー

ト）等本人の顔写真が貼付されたものの写し（有効
期限内のものに限ります。）

⚫ 上記の①～④の他に下記の書類が必要となります。

No. 必要書類 備 考

①
富岡町パートナーシップの宣誓に
関する同意書（様式第２号）

• ファミリーシップ対象者が15歳以上の場合

②
パートナーシップの宣誓をする者
のうち少なくとも一方と生計が同
一であることが確認できる書類

• ファミリーシップ対象者が15歳未満の場合
• 県の証明書等の写しの提出により、ファミリーシッ

プ対象者の内容変更が無い場合は、省略可能です。

通称名を使用するとき

No. 必要書類 備 考

①
社会生活上日常的に通称名を使用
していることがわかる書類の写し
等を２点以上提示

• 例）勤務先や学校が発行した社員証及び学生証、通
帳、診察券、郵便物、公共料金請求書 など

⚫ 必要な書類は以下のとおりです。



５ 証明書等の交付

表面 裏面

宣誓証明書

宣誓証明カード

表面 裏面

⚫ 富岡町パートナーシップ宣誓書が受理された場合、以下の３つの書類を交付し、
郵送します。なお、直接ご持参された場合も後日郵送いたします。

◆ 富岡町パートナーシップ宣誓証明書（様式第４号）………１枚（Ａ４サイズ）
◆ 富岡町パートナーシップ宣誓証明カード（様式第５号）…２枚（名刺サイズ）
◆ 富岡町パートナーシップ宣誓書（様式第１号）の写し……１枚

５



６ その他の手続き(１)

⚫ 証明書・証明カードの紛失、汚してしまった場合などは、再交付申請をするこ
とができます。郵送又は持参により以下の必要書類を提出してください。

再交付

６

No. 再交付事由 必要書類 備 考

①

紛失 様式第６号
(再交付申請

書)

• 再交付後に紛失した証明書等が見つかった
場合は、郵送等により速やかに返還してく
ださい。

毀損、汚損等
• 毀損、汚損した証明書等を添付してくださ

い。

② ― 本人確認書類

• マイナンバーカード、運転免許証、旅券
（パスポート）等本人の顔写真が貼付され
たものの写し（有効期限内のものに限りま
す。）

記載事項の変更

⚫ 宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、郵送又は持参により以下の必要
書類を提出してください。

No. 変更事項 必要書類 添付書類

①

氏名

様式第７号
（変更届）

• 戸籍抄本等

通称名 • 通称名を変更したことがわかる書類

住所 • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

ファミリーシップ対象
者の氏名等の記載を

削除する
―

ファミリーシップ対象
者を新たに届け出る

• 新たに届け出るファミリーシップ対象者と
の関係が確認できる書類（戸籍抄本や住民
票の写し等）

• 対象者が15歳以上の場合は、富岡町パート
ナーシップの宣誓に関する同意書（様式第
２号）

• 対象者が15歳未満の場合は、パートナー
シップの宣誓をする者のうち少なくとも一
方と生計が同一であることが確認できる書
類

② ― 本人確認書類

• マイナンバーカード、運転免許証、旅券
（パスポート）等本人の顔写真が貼付され
たものの写し（有効期限内のものに限りま
す）

➢ 変更届の提出を受けた場合は、必要に応じて証明書等を再交付します。



６ その他の手続き(２)

⚫ 次の返還事由に該当する場合は、証明書等の返還手続きが必要です。郵送又は
持参により以下の必要書類を提出してください。

返還

７

No. 返還事由 必要書類 備 考

①

パートナーシップが
解消したとき

様式第８号
（返還届）

• パートナーシップの解消による返還手続き
は、一方からの返還届があれば、パート
ナーシップが解消されたものとみなします。

• パートナーシップの関係を解消する場合や、
その他の場合で返還するときは、同時に
ファミリーシップの関係も解消となります。

宣誓者の一方又は双方
が町外へ転出したとき

• 転勤、親族の介護等やむを得ない事情によ
り、一時的に町外に移動される場合は除き
ます。

宣誓者の一方が死亡
したとき

―

宣誓の内容に虚偽が
あり、宣誓が無効と

なったとき

• 当ガイドブックのP.９「７ 証明書等の無
効」をご確認ください。

再交付を受けた者が、
再交付前の証明書等を

発見したとき

• 再交付後に紛失した証明書等が見つかった
場合は、郵送等により速やかに返還してく
ださい。

② ―
証明書
及び

証明カード

• 証明書等の紛失その他やむを得ない理由が
ある場合は、返還届の提出をもって証明書
等を返還したものとみなします。

申立て

⚫ 証明書等に記載されたファミリーシップ対象者（ただし、15歳以上に限る。）
が、証明書等に記載されている自身の氏名等の削除を希望するときは、申立て
を行うことができます。ファミリーシップ対象者からの申立てを受け、町から
宣誓者に証明書等の提出を求めます。

No. 申立事由 必要書類 備 考

①
証明書等からの
氏名等を削除

様式第９号
（申立書）

―

② ― 本人確認書類

• 申立てを行う方のマイナンバーカード、運
転免許証、旅券（パスポート）等本人の顔
写真が貼付されたものの写し（有効期限内
のものに限ります。）



６ その他の手続き(３)

⚫ 証明書等に有効期限はありませんが、最新の日付での証明を求められる場合が
あります。その場合、以下の書類により交付申請手続きを行っていただければ、
宣誓書の記載内容証明書を交付することができますので、御利用ください。

８

宣誓書の記載内容の証明を希望する場合

No. 申請事由 必要書類 備 考

①
宣誓書の

記載内容証明書発行

様式第10号
（記載内容証明
交付申請書）

―

② ― 本人確認書類

• マイナンバーカード、運転免許証、旅券
（パスポート）等本人の顔写真が貼付され
たものの写し（有効期限内のものに限りま
す。）



７ 証明書等の無効

⚫ 次のいずれかに該当する宣誓は、無効となります。無効となった場合は、証明
書及び証明カードを返還してください。

⚫ また、無効となった証明書等の交付番号は町ＨＰ等で公表します。

９

No. 無効事由

① 宣誓書等の内容に虚偽があったとき

② 宣誓者の要件に該当しなくなったとき

③
宣誓者の一方又は双方が転入予定として宣誓した場合、転入日から１か月を
経過しても、転入を証明する書類を提出しないとき

④
証明書等の不正利用（複製、改ざん等を含む。）、濫用、又は公序良俗に反
する使用が発覚したとき



８ 利用できるサービス

10

⚫ 証明書の提示等により利用できる行政サービスについては、富岡町生涯学習課
ホームページに随時掲載していきます。

⚫ また、町民の皆さまや事業者等に対しては、今後、周知啓発や協力依頼を行っ
ていきます。

▼ 富岡町生涯学習課ホームページ

ＵＲＬ：https://www.tomioka-town.jp/soshiki/shogaigakushu/

ＱＲコード：

富岡町

⚫ 県の窓口に富岡町の証明書等を提示することで、県の行政サービスが受けられ
る場合があります。詳しくは、県のホームページをご覧ください。

▼ 福島県ホームページ

ＵＲＬ：
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005c/partnership-seido-kaishi.html

ＱＲコード：

「福島県パートナーシップ制度」について

福島県

https://www.tomioka-town.jp/soshiki/shogaigakushu/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005c/partnership-seido-kaishi.html


９ よくある質問（Ｑ＆Ａ）
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区
分

No. 質問内容 回答

全
般

１
富岡町パートナーシッ
プ宣誓制度と婚姻制度
の違いは何ですか。

婚姻は法律に基づくものであり、婚姻することに
より相続権や扶養義務など様々な法律上の権利や
義務が発生します。
一方、本制度は、町の内部規定である要綱に基づ
く制度で、法律上の効果はなく、宣誓により戸籍
の記載が変わることもありません。

２
パートナーシップとは
どのようなことですか。

お互いを人生のパートナーとして認め合い、日常
の生活において相互に協力しながら、継続的に生
活を共にする二人の関係のことをいいます。

３
ファミリーシップとは
どのようなことですか。

パートナーシップの関係にあるお二人、またはど
ちらかのお子さまや親などとともに、家族として
日常の生活において相互に協力し合う関係のこと
をいいます。
ただし、満15歳未満のお子さまは、パートナー
シップの少なくとも一方と、生計が同一であるこ
とが必要です。

４

子や親も対象とするの
はなぜですか。
（ファミリーシップの
宣誓を併せてできるの
はなぜですか。）

婚姻のできない二人が、その関係性を説明しがた
い場面で説明をスムーズに行うことができるよう
に、希望に応じ証明書等に子や親の氏名も記載し、
ファミリーシップの関係であることを証明するた
めです。
たとえば、一方の親が病気になったときの介護や
病院の諸手続き、町営住宅の入居手続きなどを
パートナーが行うことが考えられます。

５
子や親の承諾はどのよ
うにとるのですか。

家族で十分相談していただいたうえで、満15歳以
上の方については、自署の同意書を提出いただく
こととしています。
また、ファミリーシップを解消したい場合には、
本人からの申し立てにより可能です。（満15歳未
満の方は15歳に達した以降に申し立てができま
す。）

宣
誓
者
の
要
件

６
宣誓することができる
のは、同性のカップル
だけですか。

同性カップルに限定していません。宣誓者の要件
を満たしていれば、戸籍上の性別にかかわらず宣
誓することができ、事実婚のカップルも宣誓がで
きます。

７
同居していなくても宣
誓できますか。

パートナーと同居していなくても少なくとも一方
または双方が、町内在住または2週間以内に本町
へ転入予定であれば、宣誓することができます。
また、ファミリーシップ対象者の氏名を記載する
場合、同居が要件ではありませんが、15歳未満の
子の記載に関しては、生計同一が要件です。



９ よくある質問（Ｑ＆Ａ）
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区
分

No. 質問内容 回答

宣
誓
者
の
要
件

８
富岡町に転入予定でも
宣誓できますか。

転入予定の方も宣誓することができます。今後、
町内へ転入し、町営住居等の申し込みなどに必要
な場合が想定されるためです。
なお、町内転入後の住民票の写し等の提出は、転
入日から１か月以内に行っていただきますようお
願いします。

９
外国籍の人でも宣誓で
きますか。

外国籍の人も宣誓することができます。その場合、
婚姻要件具備証明書（独身証明書）など、配偶者
がいないことが確認できる書類に日本語訳を添付
して提出してください。
また、婚姻要件具備証明書（独身証明書）は、大
使館・領事館で交付していただけます。
なお、パートナーシップの宣誓をしても、在留資
格や在留期間に変更はありません。

10
国際結婚をしたカップ
ルは宣誓できますか。

宣誓できません。本制度は、婚姻が認められない
カップルや様々な事情により婚姻の届出をしてい
ないカップルを対象としております。

証
明
書
等

11
証明書や証明カードに
有効期限はありますか。

有効期限はありません。

12

県のパートナーシップ
制度の証明書等を持っ
ていますが、町での手
続は必要ですか。

福島県のパートナーシップ制度の証明書等は、本
町の行政において宣誓証明書等とみなしますので、
県の証明書等を町の行政サービスの窓口で利用す
ることができます。
県の証明書等に加えて、町の宣誓証明書等の交付
を希望される場合は、当ガイドブックの４ページ
「４ 宣誓に必要な書類」による宣誓が必要です。
この場合、県の証明書等の写しを提出いただくこ
とで、戸籍抄本等の提出書類を省略することがで
きます。

13
証明書及び証明カード
は、すぐにもらえます
か。

手続きの関係上、すぐに交付することができませ
ん。書類を確認後、申請者の住所に簡易書留等で
郵送で交付いたしますので、概ね２週間程度、お
時間を頂いております。

14
宣誓証明書等は、公的
な本人確認書類として
使用できますか。

公的な本人確認書類ではありません。お二人が
パートナーシップの関係にあることを宣誓した事
実を証明するものです。

15
必要な提出書類はなん
ですか。

宣誓書のほか、住民票の写しや戸籍抄本、本人確
認書類の写し等を提出いただきます。詳しくは、
当ガイドブックの４ページ以降を御覧ください。



９ よくある質問（Ｑ＆Ａ）

13

区
分

No. 質問内容 回答

宣
誓
の
手
続
き

16
宣誓書や同意書などの
書類はどこで手に入れ
ることができますか。

町ホームページからダウンロードしていただくか、
町の窓口でお渡しできます。

17
通称名は使用できます
か。

日常生活において通称を使用しているときは、通
称名で証明できます。宣誓時の添付書類として、
通称名宛ての公共料金のはがきや国民健康保険の
被保険者証、顔写真付きの社員証・学生証など、
通称名を日常的に使用していることが確認できる
書類を２種類以上準備し、その写しなどを御提出
ください。

18
代理人による宣誓の手
続きはできますか。

代理人による宣誓の手続きはできません。お二人
のうちお一人が代表して宣誓を行っていただきま
す。

19
宣誓をするために費用
はかかりますか。

証明書及び証明カードの交付に係る手数料は、無
料です。
ただし、宣誓に必要な住民票の写しや戸籍抄本を
取得するための経費、マイナンバーカード等の本
人確認書類のコピーに要する経費、郵送に係る切
手代等は宣誓者の負担となります。

20

宣誓者が、町と県にそ
れぞれ別の方とのパー
トナーシップの宣誓が
あった場合、どうする
のですか。

宣誓時に、「お二人に民法における配偶者がいな
いこと」「お二人が他の者とパートナーシップの
関係にないこと」を確認していただきます。宣誓
の内容に虚偽があった場合、当該宣誓は無効とな
り、証明書等を返還していただくとともに、町の
ホームページで交付番号等を公表します。

宣
誓
後
の
手
続
き

21
町外に転出するときは
どうしたらいいですか。

一方又は双方が町外に転出するときは、返還の手
続きを行っていただき、返還届とともに、証明書
等を返還してください。

22
パートナーとの関係を
解消した場合はどうす
ればいいですか。

返還届とともに、証明書等を返還してください。
なお、お一人分の返還があれば、パートナーシッ
プが解消されたものとみなします。詳しくは当ガ
イドブックの７ページ以降を御覧ください。

23

パートナーが亡くなり
ました。証明書等は返
還しなければなりませ
んか。

パートナーが亡くなられた場合は、お二人の証明
書等を返還してください。
葬儀などの手続きの関係上、すぐに証明書等の返
還をすることが難しい場合は、必要な手続きが終
わった後、御返還ください。

24

パートナーの方と結婚
した場合は証明書等を
返還しなければなりま
せんか。

結婚した場合は、証明書等を返還してください。
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